
 

 

 

 

 

 

 

小林市・野尻町合併協議会 

第３回会議資料 
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第３回小林市・野尻町合併協議会次第 
 

 

１ 開    会 

２ 会長あいさつ 

３ 議    事 

① 報告事項 

報告第１０号 第２回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について………２ 

報告第１１号 小林市・野尻町合併協議会ホームページ開設について………４ 

報告第１２号 廃置分合関連議案について………………………………………７ 

 報告第１３号 電算システム統合業務の事務の委託について………………２９ 

 報告第１４号 新市基本計画の概要版について………………………………３１ 

 

② 協議事項 

協議第１６号の１ 前協議会で確認済みの合併協定項目について…………３２ 

協議第１９号   合併協定書（案）について………………………………４２ 

 

③ 確認事項 ………………………………………………………………………４７ 

小林市・野尻町合併協議会合併協定調印式について 

第４回小林市・野尻町合併協議会について 

 

４ そ の 他 

５ 閉 会 
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 報告第１０号  

 

 

第２回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について 

 

 

 

第２回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年 １月 ８日提出 

平成２１年 １月 ８日確認 

 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会  

会 長  堀  泰 一 郎 
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第２回小林市・野尻町合併協議会以降の経過 

年月日 経 過 場 所 経過内容 

平成20年 

12月 24日 

第２回小林市・野尻町

合併協議会 

野尻町農村環境改善セ

ンターホール 
報告１件、協議３件確認 

12月26日 第４回電算分科会 小林市役所情報政策室 システム統合予算検討 

平成21年 

1月6日 

第３回首長会・幹事会 

合同会議 
小林市役所大会議室 第３回協議会資料 

1月7日 第５回電算分科会 小林市役所情報政策室 
個別システム見積り精査 

統合プロジェクト体制検討 
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 報告第１１号  

 

 

小林市・野尻町合併協議会ホームページ開設について 

 

 

 

小林市・野尻町合併協議会ホームページを開設したので、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年 １月 ８日提出 

平成２１年 １月 ８日確認 

 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 



 

 5

小林市・野尻町合併協議会ホームページ開設について 

１．趣旨 

小林市・野尻町合併協議会の情報を広く住民に提供する。 

２．ホームページの構成 

            

                            

                            

                              

             

                              

                     

                              

                            

                 

                            

                                             

                                    

                                    

                             

                トップページ 

その他 

その他 サイトマップ 

協定項目 新市について 

事務局 

野尻町 

小林市 

協議会だより 

新市基本計画 

小委員会 

協議会 協議会開催状況 

あいさつ 

組織 

メール 

リンク 

協議会の紹介 

両市町プロフィール 

規約等 

トップページ 
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３．開設時期 

平成２０年１２月１９日（金） 

 

４．主な内容 

・ 協議会組織体制、委員名簿、規約・規程など 

・ 協議会開催日程のお知らせ 

・ 協議会の資料、会議録の掲載 

・ 毎月発行する協議会だよりの掲載 

・ 協定項目提案・確認状況一覧表 

・ 新市基本計画などの掲載 

・ 西諸管内各市町のホームページへのリンク 

・ 宮崎県合併情報コーナーへのリンク 

・ 総務省合併相談コーナーへのリンク 

 

５．ホームページアドレス 

ＵＲＬ：http://toweb.city.kobayashi.lg.jp/kn－gappei/ 

 

６．その他 

事務局メールアドレスについて 

E-mail：kn-gappei@eco.ocn.ne.jp 
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 報告第１２号  

 

 

廃置分合に係る関連議案について 

 

 

 

廃置分合に係る関連議案について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年 １月 ８日提出 

平成２１年 １月 ８日確認 

 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会  

会 長  堀  泰 一 郎 
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廃置分合に係る関連議案 
 

 

廃置分合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９Ｐ 

 

廃置分合に伴う財産処分に関する協議について・・・・・・・・・１０～１１Ｐ 

 

廃置分合に伴う小林市の議会の議員の定数に関する協議について 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２～１３Ｐ 

 

廃置分合に伴う経過措置に関する協議について・・・・・・・・・１４～１５Ｐ 

 

廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議について・・・・・１６～２１Ｐ 

 

参照条文について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２～２８Ｐ 
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議案第  号 

 

 

 

小林市及び西諸県郡野尻町の廃置分合について 
 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により、平成２２

年３月２３日から西諸県郡野尻町を廃し、その区域を小林市に編入することを宮

崎県知事に申請することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求め

る。 
 

 

 

平成  年  月  日 提出 

 

小林市長   堀 泰一郎 

又は 野尻町長  長瀬 道大  
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議案第  号 

 

 

 

小林市及び西諸県郡野尻町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について 
 

 

 平成２２年３月２３日から西諸県郡野尻町を廃し、その区域を小林市に編入す

ることに伴う財産処分について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条

第５項の規定により、別紙のとおり西諸県郡野尻町（又は小林市）と協議のうえ

定めることについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。 
 

 

 

平成  年  月  日 提出 

 

小林市長  堀 泰一郎 

又は 野尻町長  長瀬 道大 

 

 

 

 

それぞれ自分の市町名は記載しない。 

【例】小林市が記載する場合 

西諸県郡野尻町と協議のうえ・・・ 

【例】野尻町が記載する場合 

小林市と協議のうえ・・・ 
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小林市及び西諸県郡野尻町の廃置分合に伴う 
財産処分に関する協議書（案） 

 

 
 平成２２年３月２３日から西諸県郡野尻町を廃し、その区域を小林市に編入す

ることに伴う財産処分について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条

第５項の規定により、下記のとおり定めるものとする。 

 

記 

 

 
 西諸県郡野尻町の財産は、すべて小林市に帰属させる。 

 

 
平成  年  月  日 

 
 

                小林市長  堀 泰一郎 
 
 

                野尻町長  長瀬 道大 
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議案第  号 

 

 

 

小林市及び西諸県郡野尻町の廃置分合に伴う小林市の議会の議員の定数に

関する協議について 
 

 

 平成２２年３月２３日から西諸県郡野尻町を廃し、その区域を小林市に編入す

ることに伴う小林市の議会の議員の定数を、市町村の合併の特例等に関する法律

（平成１６年法律第５９号）第９条第１項第２号の規定により、別紙のとおり西

諸県郡野尻町（又は小林市）と協議のうえ定めることについて、同条第４項の規

定により、議会の議決を求める。 
 

 

 

平成  年  月  日 提出 

 

小林市長  堀 泰一郎 

又は 野尻町長  長瀬 道大 

 
 
 
 

それぞれ自分の市町名は記載しない。 

【例】小林市が記載する場合 

西諸県郡野尻町と協議のうえ・・・ 

【例】野尻町が記載する場合 

小林市と協議のうえ・・・ 
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小林市及び西諸県郡野尻町の廃置分合に伴う 
小林市の議会の議員の定数に関する協議書（案） 

 

 
 平成２２年３月２３日から西諸県郡野尻町を廃し、その区域を小林市に編入す

ることに伴う小林市の議会の議員の定数を、市町村の合併の特例等に関する法律

（平成１６年法律第５９号）第９条第１項第２号の規定により、下記のとおり定

めるものとする。 

 

 

記 

 

 
 小林市及び西諸県郡野尻町の廃置分合に伴う合併後の最初の一般選挙における

小林市の議会の議員の定数は、２２人とする。 

 

 
平成  年  月  日 

 
 

                小林市長  堀 泰一郎 
 

                野尻町長  長瀬 道大 
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議案第  号 

 

 

 

小林市及び西諸県郡野尻町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議につい

て 

 

 

 平成２２年３月２３日から西諸県郡野尻町を廃し、その区域を小林市に編入す

ることに伴い、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）

による経過措置を、別紙のとおり西諸県郡野尻町（又は小林市）と協議のうえ定

めることについて、同法第９条第４項及び第１１条第４項の規定により、議会の

議決を求める。 
 

 

 

平成  年  月  日 提出 

 

小林市長  堀 泰一郎 

 又は 野尻町長  長瀬 道大 

 
 
 
 

それぞれ自分の市町名は記載しない。 

【例】小林市が記載する場合 

西諸県郡野尻町と協議のうえ・・・ 

【例】野尻町が記載する場合 

小林市と協議のうえ・・・ 
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小林市及び西諸県郡野尻町の廃置分合に伴う 
経過措置に関する協議書(案) 

 

 
 平成２２年３月２３日から西諸県郡野尻町を廃し、その区域を小林市に編入す

ることに伴う、西諸県郡野尻町における議会の議員の任期及び農業委員会の委員

の任期について、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号。

以下「合併新法」という。）により、下記のとおり定めるものとする。 

 

記 

 
１ 議会の議員の任期について 

野尻町の議会の議員については、合併新法第９条第１項第２号の規定を適用

し、小林市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、新市の議会の議員

として在任する。 
 
 
２ 農業委員会の委員の任期について 

野尻町の農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第７条の選

挙による委員であった者は、合併新法第１１条第１項第２号の規定を適用し、

小林市の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き新市の農業委員会の選

挙による委員として在任する。 
 

 
平成  年  月  日 

 
 

                   小林市長  堀 泰一郎 
 

野尻町長  長瀬 道大 
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議案第  号 

 

 

 

小林市及び西諸県郡野尻町の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協

議について 
 

 

 平成２２年３月２３日から西諸県郡野尻町を廃し、その区域を小林市に編入す

ることに伴い、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第２３条第１項の規定に基づく地域自治区の設置を、別紙のとおり西諸県郡野尻

町（又は小林市）と協議のうえ定めることについて、同条第３項の規定により、

議会の議決を求める。 
 

 

 

平成  年  月  日 提出 

 

小林市長  堀 泰一郎 

又は  野尻町長  長瀬 道大 

 
 
 
 

それぞれ自分の市町名は記載しない。 

【例】小林市が記載する場合 

西諸県郡野尻町と協議のうえ・・・ 

【例】野尻町が記載する場合 

小林市と協議のうえ・・・ 
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地域自治区の設置に関する協議書（案） 

 

市町村の合併の特例等に関する法律(平成１６年法律第５９号。以下「合併新法」

という。) 第２３条及び第２４条の規定に基づき、合併関係市町村の協議により

定める事項、その他地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項について、下記

のとおり定めるものとする。 

記 

（地域自治区の設置） 

第１条 合併新法第２３条第１項の規定に基づき、住民自治の強化や行政と住民

との協働の推進などを目的に、合併前の野尻町の区域に地域自治区を設置する。 

 （地域自治区の名称） 

第２条 地域自治区の名称は、野尻町とする。 

（地域自治区の設置期間） 

第３条 地域自治区の設置期間は、合併の日から平成２８年３月３１日までとす

る。ただし、一定期間を経過した後、評価し、合併新法第２３条第１項又は地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０２条の４に規定する地域自治区の

設置の是非について、再度検討する。 

（地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域） 

第４条 地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。 

 （地域自治区の事務所の所掌事務） 

第５条 地域自治区の事務所が所掌する事務は、次のとおりとする。 

(１) 総合支所の事務に関すること。 

位置 名称 所管区域 

小林市野尻町東麓１１８３番地２ 小林市野尻庁舎 合併前の野尻町の区域 
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(２) 第８条に規定する地域協議会の庶務及び運営に関すること。 

（地域自治区の区長） 

第６条 地域自治区の事務所に地方自治法第２０２条の４第３項に基づき事務所

の長を置き、市長の補助機関である職員をもって充てる。ただし、合併新法第

２４条第１項の規定により、合併の日から２年間に限り、事務所の長に代えて

特別職の区長（以下「区長」という。）を置く。 

２ 区長の選任については、地域の団体・組織等からの意見を尊重して、地域の

行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから市長が選任する。 

３ 区長の任期は２年とする。ただし、区長が欠けた場合における補欠の区長の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 市長は、区長が次の各号のいずれかに該当するときは、罷免することができ

る。 

 (１) 心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき、その他その

職に必要な適格性を欠くと認めるとき。 

 (２) 職務上の義務違反その他その職たるに適しない非行があると認めるとき。 

５ 区長の報酬の額は、その身分及び職責を踏まえ財政状況等を考慮した上で、

小林市特別職報酬等審議会に諮り、別に定めるものとする。 

 （地域自治区の区長の権限） 

第７条 区長は、地域自治区を代表し、その地域の特性や資源を活かした独自性

のあるまちづくりのため、市長に助言し、又は意見を具申する。 

２ 区長は、新市の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、市長その他の小林

市（以下「市」という。）の機関及び地域自治区の区域内の公共的団体等との

緊密な連携（協働）を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。 
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（地域協議会の設置） 

第８条 地域自治区に地域協議会を置く。 

 （地域協議会の組織） 

第９条 地域協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 地域協議会の委員(以下「委員」という。)は、当該地域自治区の区域内に住

所を有する者で、次の各号に掲げる者のうちから、住民の多様な意見が適切に

反映されるよう配慮して、市長が選任する。 

(１) 当該地域自治区の区域内の公共的団体及びまちづくり委員会等が推薦す

る者 

(２) 学識経験を有する者 

(３) 公募による者 

（地域協議会の権限） 

第１０条 地域協議会は、次の各号に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関

により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の

市の機関に意見を具申することができる。 

(１) 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、市が処理する地域自治区の区域に係る事務に

関する事項 

(３) 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連

携の強化（協働）に関する事項 

２ 市長は、次の各号に掲げる市の施策に関する重要事項であって地域自治区の

区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、

地域協議会の意見を聴かなければならない。 

(１) 新市基本計画の変更及び執行状況に関する事項 
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(２) 基本構想及び総合計画の策定及び変更に関する事項 

(３) 各種地域計画の策定及び変更に関する事項 

(４) 予算編成に関する重要事項 

(５) 公の施設の設置、統合及び廃止並びに管理運営に関する事項 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（地域協議会の委員の任期等） 

第１１条 委員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の報酬については、小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例

に基づき、日額報酬を支給するとともに、費用を弁償する。 

 （地域協議会の会長及び副会長） 

第１２条 地域協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

５ 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。 

６ 会長及び副会長が次の各号のいずれかに該当するときは、地域協議会におけ

る出席委員の過半数の議決に基づき、市長が解任することができる。 

(１) 心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき、その他その

職に必要な適格性を欠くと認めるとき。 

 (２) 職務上の義務違反その他その職たるに適しない非行があると認めるとき。 

 （地域協議会の会議） 

第１３条 地域協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 
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２ 定例の会議の開催回数は、年次計画を作成し、月１回を基本として開催する。

なお、会長は必要に応じて、臨時に会議を開くことができる。 

３ 会長は、委員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議

を招集しなければならない。 

４ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。 

５ 会議の議長は、会長が務めるものとする。 

６ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

７ 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を求めることができる。 

８ 会議は公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮ったうえ

で公開しないことができる。 

 （その他） 

第１４条 この協議書に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必

要な事項は、地域協議会の意見を聴き、市長が別に定める。 

 

   附 則 

この協議は、平成２２年３月２３日から施行する。 

 
平成  年  月  日 

 
                小林市長  堀 泰一郎 

 
              野尻町長  長瀬 道大 
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参照条文 

廃置分合議案 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（市町村の廃置分合及び境界変更） 

第７条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、

都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を

総務大臣に届け出なければならない。 

２～５ 略 

６  第１項及び前３項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体

の議会の議決を経なければならない。 

７～８ 略 

 

財産処分議案 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（市町村の廃置分合及び境界変更） 

第７条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、

都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を

総務大臣に届け出なければならない。 

２～４ 略 

５ 第１項及び第３項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村

が協議してこれを定める。 
６  第１項及び前３項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体

の議会の議決を経なければならない。 

７～８ 略 
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議員定数議案 

市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号） 

（議会の議員の定数に関する特例）  

第８条 略  

２ 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自

治法第９１条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入を

する合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域

の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入され

ることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口（同法第２５４条に

規定する人口によるものとする。第１６条第２項を除き、以下同じ。）を当該編

入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町

村の議会の議員の定数（以下この項において「旧定数」という。）に乗じて得た

数（０．５人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、０．５人以上１人

未満の端数があるときはその端数は１人とする。ただし、その区域の全部が編

入されることとなる合併関係市町村においてその数が０．５人未満のときも１

人とする。）の合計数を旧定数に加えた数（以下この条及び次条第１項において

「編入合併特例定数」という。）をもってその議会の議員の定数とすることがで

きる。ただし、議員がすべてなくなったときは、第５項の規定により編入合併

特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法

第９１条の規定による定数に復帰するものとする。  

 ３～７ 略 

８ 第１項、第２項又は第５項の協議については、合併関係市町村の議会の議決

を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその

内容を告示しなければならない。  
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（議会の議員の在任に関する特例） 

第９条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の

議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議によ

り、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任する

ことができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会

の議員である者の数が地方自治法第９１条の規定による定数を超えるときは、

同条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数

とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、

その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、

第３項において準用する前条第５項の規定により編入合併特例定数をもってそ

の議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この

限りでない。  

（１） 略 

（２） 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、そ

の編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間  

２、３ 略 

４ 第１項又は前項において準用する前条第５項の協議については、合併関係市

町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町

村は、直ちにその内容を告示しなければならない。 

 

経過措置議案 

市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号） 

（農業委員会の委員の任期等に関する特例） 

第１１条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当

該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併
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関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあっては８０を超え

ない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村

にあっては４０を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続

き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。こ

の場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙によ

る委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるも

のの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市

町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。  

（１） 略  

（２） 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、そ

の編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間  

２、３ 略 

４ 第１項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、そ

の協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなけれ

ばならない。 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号） 

（境界の変更の場合の特例） 
第３４条 市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村

に置かれる農業委員会の区域が、従前の市町村に設置された農業委員会の区域

をその区域とすることとなるときは、当該農業委員会は、当該市町村の農業委

員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続

きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。 

２ 市町村の境界変更が行われる場合において、他の市町村の区域の全部又は一

部を新たにその区域に包含することとなつた市町村に、その市町村の従前の区
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域及び新たに属することとなつた区域に従前置かれていた各農業委員会の区域

を区域としてそれぞれ農業委員会が置かれるときは、従前の農業委員会は、当

該区域を区域とする農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会

の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるも

のとする。 
 

地域自治区議案 

市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号） 

（地域自治区の設置手続等の特例）  

第２３条 市町村の合併に際しては、地方自治法第２０２条の４第１項の規定に

かかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の

一部の区域に、１又は２以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域

とする同項に規定する地域自治区（以下「合併関係市町村の区域による地域自

治区」という。）を設けることができる。  

２ 市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係

市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第２０２

条の４から第２０２条の８までの規定により条例で定めるものとされている事

項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。  

３ 前２項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、そ

の協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなけれ

ばならない。  

４ 合併市町村は、第１項及び第２項の協議により定められた事項を変更しよう

とするときは、条例でこれを定めなければならない。  
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（地域自治区の区長）  

第２４条 市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区

（以下「合併に係る地域自治区」という。）において、当該合併に係る地域自

治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めると

きは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事

務所の長に代えて区長を置くことができる。  

２ 区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町

村の長が選任する。  

３ 区長の任期は、２年以内において合併関係市町村の協議で定める期間とする。  

４ 第１項及び前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るもの

とし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示

しなければならない。  

５ 合併市町村は、第１項及び第３項の協議により定められた事項を変更しよう

とするときは、条例でこれを定めなければならない。  

６ 次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。  

（１） 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者  

（２） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者  

７ 合併市町村の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める

場合その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免

することができる。  

８ 合併市町村の長は、区長に職務上の義務違反その他区長たるに適しない非行

があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免

職の処分をすることができる。  
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９ 区長は、前２項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又

は懲戒処分を受けることがない。  

１０ 区長は、第６項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。  

１１ 合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定する者

は、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。  

１２ 区長は、合併市町村の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、合併市町

村の長その他の機関及び合併に係る地域自治区の区域内の公共的団体等との緊

密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。  

１３ 地方自治法第１６５条第２項及び第１７５条第２項並びに地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第３４条の規定は、区長について準用する。こ

の場合において、地方自治法第１６５条第２項中「副知事又は副市町村長」と

あるのは「区長（市町村の合併の特例等に関する法律第２４条第１項に規定す

る区長をいう。以下同じ。）」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「合併

市町村（同法第２条第２項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。）の長に」

と、「普通地方公共団体の長の」とあるのは「合併市町村の長の」と、同法第１

７５条第２項中「前項に規定する機関の長」とあるのは「区長」と、「普通地方

公共団体」とあるのは「合併市町村」と読み替えるものとする。  

１４ 第１項に規定する区長の職は、地方公務員法第３条の特別職とする。  
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 報告第１３号  

 

 

電算システム統合業務の事務の委託について 

 

 

 

電算システム統合業務に係る事務の委託について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年 １月 ８日提出 

平成２１年 １月 ８日確認 

 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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電算システム統合業務に係る事務の委託について(報告) 

 

趣 旨 

「電算システムについては、合併時からの安定稼動を最優先とし、低リスク、

低コストを基本に、住民サービスの低下を来たさないようにする。」との方針が、

第１回小林市・野尻町合併協議会において承認され、これを基に合併協議会の専

門部会等で統合方法などを検討しております。 

電算システムの統合作業では、１市１町の業務及びシステムの差異の調査をは

じめ、データ移行等に多大な時間を要することになり、統合システムを安全、確

実に稼動させるためには、遅くとも合併の１年前となる本年度から事前調査に着

手する必要があります。 

しかしながら、本協議会は地方自治法に基づく協議機関であり法人格がないた

め、電算機器等の財産所有権の問題への対応により、契約の主体となることが法

的に不可能であります。 

したがいまして、地方自治法第２５２条の１４の規定によって、構成市町のい

ずれかを代表市町とした事務の委託を行うことになります。 

参照条文 

地方自治法 

（事務の委託） 

第２５２条の１４ 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共

団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団

体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができ

る。 

２、３ 略 
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 報告第１４号  

 

 

新市基本計画の概要版について 

 

 

 

新市基本計画の概要版について、別添のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年 １月 ８日提出 

平成２１年 １月 ８日確認 

 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会 

会 長  堀  泰 一 郎 
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 協議第１６号の１  

 

 

前協議会で確認済みの合併協定項目について 

 

 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会において確認済みの合併協定項目について、

別紙のとおり再提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年１２月２４日提出 

平成２０年１２月２４日一部継続協議 

平成２１年 １月 ８日一部再提出 

平成２１年 １月 ８日一部再確認 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会  

会 長  堀  泰 一 郎 
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協定項目 第６号「議会議員の定数及び任期の取扱い」 

 

１．野尻町の議会の議員については、市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６

年法律第５９号。以下「法」という。）第９条第１項第２号の規定を適用し、小林市

議会議員の残任期間に限り在任するものとする。 

２．合併後、最初に行われる一般選挙においては、法第９条第３項の規定を適用せず、

議会議員の定数は２２名とする。また、選挙区は新市全域で１選挙区とする。 

３．議場、委員会室等については合併までに調整する。 

４．在任特例期間中の野尻町議会の議員の報酬については、現行の野尻町の報酬額 

（２００，０００円）とする。 

５．政務調査費の取扱いについては、小林市の制度に統一する。 
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【参考資料】 

■合併新法による議員の定数・任期の特例（編入合併） 

１ 地方自治法の原則 

①編入される議会議員は失職  

②合併により人口が増え、法定定数が編入する市の条例定数を上回る場

合、その上回っている定数分について議員条例定数を改正し、増加定数分

の増員選挙を行うことができる。（※地方自治法第９１条）  

２ 合併新法による特例（編入合併） 

 関係市町村の協議により、以下のいずれかの特例をとることができる。 

①定数特例（合併新法第８条） 

 ア 合併直後、人口比に応じた特例定数により、編入される町の区域の 

みを選挙区とした増員選挙を行うことができる。  

 イ さらにその後１回目の一般選挙に限り、その合併特例定数で選挙す 

ることができる。  

②在任特例（合併新法第９条） 

 ア 編入先の議会の残任期間、編入される町の議員全員が議員として残 

任できる。  

イ さらにその後１回目の一般選挙に限り、上記①の定数特例を準用し、 

 編入される町の区域を選挙区として合併特例定数で選挙することがで 

きる。  

 
●議員定数の上限 （地方自治法第９１条第２項） 
※地方自治法  

第９１条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 

２ 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、

当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。  

（１）～（４） 略 

（５）人口５万未満の市及び人口２万以上の町村 ２６人 

（６）～（１１） 略 

３～１０ 略 

合併協定項目第６号「議会議員の定数及び任期の取扱い」 
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●特例定数  
【増員定数＝編入する市の条例定数×（編入される町の人口）÷（編入する市の人口）】 

※小数点以下切り捨て 
 

 
 
 
 

 

●人口の定義及び各市町議員定数 

 
 

 

※地方自治法  

（人口の定義）  

第２５４条 この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢

調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 

 小林市 野尻町 計 

人口（人） ４１，１５０ ８，６７０ ４９，８２０ 

議員数（人） ２４ １０ ３４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野尻町 ２４人 × （８，６７０人÷４１，１５０人） ＝５．０５・・・５人 

○平成１７年国勢調査人口及び各市町議員定数 
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議会議員の定数及び任期の取扱いに係る特例の選択肢及び適用概要 

区分 
①合併特例法を適用しない場合 

（原則） 

②定数に関する特例を適用する場合 

（合併特例法第８条） 

③在任に関する特例を適用する場合 

（合併特例法第９条） 

議会の議員 

の身分 

小林市議会議員は引き続き身分を有する。 

野尻町議会議員は合併の日の前日をもって

全て失職する。 

小林市議会議員は引き続き身分を有する。 

野尻町議会議員は合併の日の前日をもって全て失職する。 

ただし、野尻町を区域とした選挙区を設け、人口に応じた定数（野尻町５人）

の増員選挙を行う。 

小林市議会議員は引き続き身分を有する。 

野尻町議会議員は、小林市議会議員の残任期間に相当する期

間に限り、合併後の小林市議会議員として在任することがで

きる。 

特例による 

議員の任期 
 

平成２３年４月３０日まで 

（小林市議会議員の残任期間に相当する期間[合併特例法第８条第２項]） 

平成２３年４月３０日まで 

（小林市議会議員の残任期間に相当する期間[合併特例法第

９条第１項第２号]） 

特例による 

議員の数 
 

野尻町５人 

【野尻町】 

（野尻町の人口８，６７０人÷小林市の人口４１，１５０人×小林市議会の

定数２４人＝５．０５人≒５人） 

※この場合、合併後の小林市議会の定数は２９人となる。 

（２４人＋５人＝２９人） 

※平成１７年国勢調査人口 

小林市４１，１５０人、野尻町８，６７０人（計４９，８２０人） 

※地方自治法第９１条による合併後の市の上限定数は２６人 

野尻町１０人 

※この場合、合併後の小林市議会議員の定数は３４人となる。

（２４人＋１０人＝３４人） 

※地方自治法第９１条の定数を超える場合も、当該数をもっ 

て合併後の小林市議会の議員定数とし、議員に欠員が生じた 

とき、または議員が全てなくなったときは、その定数は第９ 

１条の規定に至るまで減少する。 

選挙期日 

原則として、選挙は行わない。 当該条例施行日から５日以内に市議会議長から市選挙管理委員会にその旨

を通知しなければならない。（公職選挙法第１１１条第３項） 

※当該条例施行日とあるのは、合併の日とする。（合併特例法第８条第４項） 

市議会議員の増員選挙は、これを行うべき事由が生じた日から５０日以内に

行う。（公職選挙法第３４条第１項） 

選挙は行わない。 

※②③の特例を適用する場合、合併協議会の協議により、合併後最初に行われる一般選挙においても、②の定数特例を適用することができる。 

※在任特例・定数特例は、特例による議員についてだけを定めるものでなく、合併後の市の議員定数を定めるものである。そのため、特例を適用した場合、特例期間内は、市議会議員の定
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関係法令 

○公職選挙法 

（地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等） 

第３４条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙（第１１４条の規定に

よる選挙を含む。）又は増員選挙若しくは第１１６条の規定による一般選挙は、これ

を行うべき事由が生じた日から５０日以内に行う。 

○地方自治法 

第９１条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。  

２ 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号

に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。  

（１）人口２千未満の町村 １２人  

（２）人口２千以上５千未満の町村 １４人  

（３）人口５千以上１万未満の町村 １８人  

（４）人口１万以上２万未満の町村 ２２人  

（５）人口５万未満の市及び人口２万以上の町村 ２６人  

（６）人口５万以上１０万未満の市 ３０人  

（７）人口１０万以上２０万未満の市 ３４人  

（８）人口２０万以上３０万未満の市 ３８人  

（９）人口３０万以上５０万未満の市 ４６人  

（１０）人口５０万以上９０万未満の市 ５６人  

（１１）人口９０万以上の市 人口５０万を超える数が４０万を増すごとに８人を５６

人に加えた数（その数が９６人を超える場合にあっては、９６人） 

 ３～１０ 略 
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○市町村の合併の特例等に関する法律 

（議会の議員の定数に関する特例）  

第８条 新たに設置された合併市町村にあっては、地方自治法第９１条第２項の規定

にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙

により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項に規定する数の２

倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。た

だし、議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰

するものとする。  

２ 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法

第９１条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併

関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一

部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併

関係市町村の当該編入される区域の人口（同法第２５４条に規定する人口によるも

のとする。第１６条第２項を除き、以下同じ。）を当該編入をする合併関係市町村

の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数（以下

この項において「旧定数」という。）に乗じて得た数（０．５人未満の端数がある

ときはその端数は切り捨て、０．５人以上１人未満の端数があるときはその端数は

１人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村にお

いてその数が０．５人未満のときも１人とする。）の合計数を旧定数に加えた数（以

下この条及び次条第１項において「編入合併特例定数」という。）をもってその議

会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、第

５項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合を除

き、その定数は、同法第９１条の規定による定数に復帰するものとする。 
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３ 前項の場合においては、公職選挙法第１５条第６項及び第８項の規定にかかわら

ず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられ

るものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入され

た合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。 

４ 第２項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の

規定の適用については、同法第１８条第１項中「第１５条第６項」とあるのは「第

１５条第６項若しくは市町村の合併の特例等に関する法律第８条第３項」と、同法

第１１１条第３項中「地方自治法第９１条第５項」とあるのは「市町村の合併の特

例等に関する法律第８条第２項」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の

合併（同法第２条第１項に規定する市町村の合併をいう。）の日」とする。  

５ 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が、第２項の規定により

編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治

法第９１条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最

初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間について

も、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、

その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の

規定による定数に復帰するものとする。  

６ 第３項の規定は、前項の場合について準用する。  

７ 第５項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の

規定の適用については、同法第１８条第１項中「第１５条第６項」とあるのは、「第

１５条第６項若しくは市町村の合併の特例等に関する法律第８条第６項において準

用する同条第３項」とする。  

８ 第１項、第２項又は第５項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経
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るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告

示しなければならない。 

（議会の議員の在任に関する特例） 

第９条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会

の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に

掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。

この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数

が地方自治法第９１条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、

当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は

議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定

数に至るまで減少するものとする。ただし、第３項において準用する前条第５項の

規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議

員がすべてなくなったときは、この限りでない。  

（１）新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後２年を超えない範囲

で当該協議で定める期間  

（２）他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入

をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間 

２ 前項の規定は、前条第１項又は第２項の協議が成立した場合には適用しない。 

３ 前条第５項から第７項までの規定は、市町村の合併に際し、その区域の全部又は

一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会

の議員の被選挙権を有することとなるものが、第１項の規定により引き続き合併市

町村の議会の議員として在任することとした場合について準用する。  
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４ 第１項又は前項において準用する前条第５項の協議については、合併関係市町村

の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直

ちにその内容を告示しなければならない。 
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 協議第１９号  

 

 

合併協定書（案）について 

 

 

 

合併協定書（案）について、別添のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年 １月 ８日提出 

平成２１年 １月 ８日確認 

 

小 林 市 ・ 野 尻 町 合 併 協 議 会  

会 長  堀  泰 一 郎
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小林市・野尻町

合併協定調印式 

 

 

 

 
 

日 時：平成２１年１月２１日（水）午後２時３０分から 

場 所：小林市文化会館 小ホール 
 
 

小林市・野尻町合併協議会 

参考資料 
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合 併 協 定 調 印 式 次 第 

 

時 間  午後 2 時３０分から 

場 所  小林市文化会館 小ホール 

 

１．開  会 

 

２．合併協定調印に至る経過報告 

 

３．合併協定調印  

 

小林市長  堀 泰一郎 

野尻町長  長瀬 道大 

 

立会人    小林市議会議長  中屋敷 慶次 様 

       野尻町議会議長  淵上 貞継 様 

 

特別立会人  宮崎県知事  東国原 英夫 様 

 

４．主催者あいさつ 

 

小林市長  堀 泰一郎（小林市・野尻町合併協議会会長） 

 

野尻町長  長瀬 道大（小林市・野尻町合併協議会副会長） 

 

５．来賓紹介 

 

６．来賓祝辞 

 

宮崎県知事  東国原 英夫 様 

 

７．閉  会 
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合併協定調印に至る経過報告 

期  日 経 過 内 容 

平成 20 年 11 月 10 日 野尻町長から小林市長に合併協議会設置を申入れ 

 11 月 12 日 合併協議会設立準備委員会 

11 月 18 日～20 日 野尻町住民説明会（4会場） 

11 月 21 日～27 日 小林市住民説明会（6会場） 

11 月 25 日 
合併協議会設置に関する確認書調印式 

１市１町の枠組みで新たに協議会を設立することで合意 

12 月 1 日 
両市町議会で合併協議会設置議案を可決 

小林市・野尻町合併協議会を設置 

12 月 3 日 宮崎県に小林市・野尻町合併協議会の設置を届出 

12 月 6 日 第１回首長会・幹事会合同会議 

12 月 13 日 野尻町において市町村合併講演会を開催 

12 月 14 日 
第１回協議会（協議会規約、規程、事業計画、予算、合併方式、

合併期日、新市の名称、新市の事務所の位置等を確認） 

12 月 16 日 第2回首長会・幹事会合同会議 

12 月 24 日 
第２回協議会（前協議会で確認済みの協定項目、保健・医療（医

療）、新市基本計画（素案）を確認） 

平成 21 年 1 月 6 日 第３回首長会・幹事会合同会議 

1 月 8 日 
第３回協議会（合併協定書内容、廃置分合関連議案等の確認） 

・４３の協定項目のすべてを確認し協議を終了 

1 月 21 日 合併協定調印式 
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 確認事項  

 

○ 小林市・野尻町合併協議会合併協定調印式について 

日 時：平成２１年１月２１日（水） 午後２時３０分～ 

場 所：小林市文化会館小ホール 

 

○ 第４回小林市・野尻町合併協議会開催について 

日 時：平成２１年３月２６日（木） 午後１時３０分～ 

場 所：野尻町農村環境改善センターホール 


